
広報のしろ　元.7.25 4

市
民
税
非
課
税
の
方
や
、
３
歳
６
カ
月
ま
で
の
お
子
さ
ん
の
い
る
世
帯
の
方
へ 

福
祉
商
品
券
（
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
）
を
販
売
し
ま
す 

地
域
の
災
害
時
な
ど
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て 

防
災
士
養
成
講
座
の
受
講
者
を
募
集
し
ま
す 

　
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
よ
る
所
得
の
少
な
い
方
や
子
育
て
世
帯
の
消
費

に
与
え
る
影
響
の
緩
和
と
、
地
域
の
消
費
の
呼
び
起
こ
し
な
ど
の
た
め
に

25
％
お
得
な
福
祉
商
品
券（
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
）を
販
売
し
ま
す
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
問
合
せ
　
福
祉
課
1
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５
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防
災
士
と
は
？
　
災
害
が
発
生
し
た
際
に
、
地
域
や
近
隣
の
人
々
が
互
い

に
協
力
し
防
災
活
動
を
組
織
的
に
行
う
「
共
助
」
の
取
り
組
み
の
リ
ー 

ダ
ー
と
な
っ
て
い
た
だ
く
の
が
「
防
災
士
」
で
す
。
防
災
士
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
日
本
防
災
士
機
構
が
認
定
す
る
民
間
資
格
で
、
認
定
を
受
け
る
に

は
２
日
間
の
講
座
を
受
講
し
、
そ
の
後
に
行
う
資
格
取
得
試
験
の
受
験

が
必
要
で
す
。
市
で
は
地
域
防
災
の
担
い
手
を
養
成
す
る
た
め
、
防
災

士
に
な
る
方
を
支
援
し
て
い
ま
す
。 

期
待
さ
れ
る
役
割 

・
災
害
時
、
公
的
支
援
が
到
着
す
る
ま
で
の
被
害
の
拡
大
の
軽
減 

・
災
害
発
生
後
の
被
災
者
支
援
の
活
動 

・
平
常
時
の
防
災
意
識
の
啓
発
、
自
助
・
共
助
活
動
の
訓
練 

対
象
と
な
る
方
 

▽
今
年
度
市
民
税
非
課
税
の
方 

▽
子
育
て
世
帯
の
世
帯
主 

販
売
額
　
１
０
０
０
円
券
５
枚
を

１
冊
と
し
た
商
品
券
を
４
０
０

０
円
で
販
売
し
ま
す
。 

購
入
数
量
な
ど
つ
い
て
 

▽
市
民
税
非
課
税
の
方
　
１
人
５

冊
ま
で
（
対
象
と
思
わ
れ
る
方

に
、
詳
し
い
案
内
を
８
月
20
日

（火）
ま
で
に
送
付
し
ま
す
） 

▽
子
育
て
世
帯
　
対
象
の
子
ど
も

ご
と
に
１
人
５
冊
ま
で
（
子
ど

も
の
誕
生
日
に
応
じ
、
順
次
案

内
を
送
付
し
ま
す
） 

  
商
品
券
の
使
用
期
間
 

　
10
月
１
日
〜
来
年
２
月
29
日 

商
品
券
を
使
用
で
き
る
店
舗
 

　
商
品
券
購
入
時
に
一
覧
を
お
渡

し
す
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
し
ま
す
。
対
象
店
舗
に
は

ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
し
ま
す
。 

日
時
　
10
月
26
日
（土）
〜
27
日
（日） 

午
前
９
時
〜
午
後
６
時
30
分 

場
所
　
能
代
山
本
広
域
交
流
セ
ン

タ
ー 

対
象
者 

・
自
治
会
・
町
内
会
や
自
主
防
災

組
織
で
平
常
時
ま
た
は
災
害
時

に
活
動
で
き
る
方 

・
市
内
の
事
業
所
な
ど
に
勤
務
す

る
方
で
、
事
業
所
内
で
の
防
災

の
専
門
家
と
し
て
平
常
時
や
災

害
時
に
活
動
で
き
、
自
治
会
な

ど
の
地
域
の
防
災
活
動
に
も
参

加
で
き
る
方 

・
消
防
団
員
で
、
防
災
の
専
門
家

と
し
て
地
域
の
防
災
活
動
を
指

導
す
る
意
欲
の
あ
る
方 

受
講
資
格
　
講
座
受
講
日
ま
で
の

３
年
間
に
消
防
署
で
実
施
す
る

普
通
救
命
講
習
を
受
講
済
の
方 

募
集
人
数
　
50
人 

費
用
　
無
料 

申
し
込
み
　
８
月
23
日
（金）
ま
で
に

電
話
で 

問
合
せ
　
防
災
危
機
管
理
室 
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ご注意ください 

福祉商品券の 
取扱店舗を募集します 

●商品券の購入のために手数料の負

担を求めることはありません。 

●銀行やコンビニなどのＡＴＭ（現

金自動支払機）の操作を依頼する

ことはありません。 

●不審な電話や郵便物が届いたら、

相手に連絡せず、福祉課や交番な

どにご相談ください。 

　商品券の取扱店舗を募集します。

申し込みは各店舗ごとに行うことに

なります。 

　詳しい募集要項は、福祉課、地域

局市民福祉課に備えるほか、市ホー

ムページに掲載します。 

対　象　市内の事業所 
※業種により対象とならな
い事業所があります。 

期　間　8 月1 日（木）～ 30日（金） 

申し込み　福祉課、地域局市民福祉

課に直接おいでください。 

（電話やファクス不可） 

ご注意ください 

福祉商品券の 
取扱店舗を募集します 

内閣府プレミアム付 
商品券キャラクター 

カクニャン 


